
由布市過疎地域持続的発展計画 新旧対照表 

変更箇所 

（変更後計画

の頁、行等） 

変更後 変更前 

Ｐ45 

下段６行 

 

６．生活環境の整備 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 〇供給処理施設（水道等） 

  水道施設等は住民生活に直結した施設でありサービス水 

 準を維持するために、健全で持続可能な事業経営のもと、 

 将来にわたって安心して飲用できる水道水を提供します。 

  また、災害発生時においても、迅速な復旧、安心して供 

 給できるよう管理・維持していきます。 

 

 〇廃棄物処理施設 

  由布市環境衛生センターについては、し尿・浄化槽汚泥 

 の継続的な処理を行うため、老朽化に伴う更新を実施して 

 いきます。 

  また、新環境センター建設については、大分市、臼杵市、 

 竹田市に加え、津久見市、豊後大野市との更なる広域処理 

 を含めた集約化を行います。また集約化に伴う中継施設等 

 の建設についても検討を進めていきます。 

 

 〇公営住宅 

  公営住宅については、老朽化が進行している施設が多く、 

 由布市公営住宅等長寿命化計画に基づき整備を行っていき 

 ますが、建て替え等の場合には民間活力（ＰＰＰ／ＰＦＩ 

 等）の導入を含めて検討していきます。 

６．生活環境の整備 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 〇供給処理施設（水道等） 

  水道施設等は住民生活に直結した施設でありサービス水 

 準を維持するために、健全で持続可能な事業経営のもと、 

 将来にわたって安心して飲用できる水道水を提供します。 

  また、災害発生時においても、迅速な復旧、安心して供 

 給できるよう管理・維持していきます。 

 

 

 

  （追加） 

 

 

 

 

 

 

 〇公営住宅 

  公営住宅については、老朽化が進行している施設が多く、 

 由布市公営住宅等長寿命化計画に基づき整備を行っていき 

 ますが、建て替え等の場合には民間活力（ＰＰＰ／ＰＦＩ 

 等）の導入を含めて検討していきます。 

 


